
第15回社会保障審議会統計分科会  

平成22年2月19日（金）  

10：00～12：00  
厚生労働省5階共用第7会議室  

議   
事   次   

事
 
 
 

議
 
 
 

○
 
 

1．厚生労働統計の整備に関する検討会について  

2．平成22年国民生活基礎調査について  
3．WHOイIC韓国会議報告について  

4．［CF－CYの刊行について  

5．ICFシンポジウムの報告について  

6． その他  

［配付資料］  

資料1－1   

資料1－2   

資料2   

資料3   

資料4   

資料5   

資料6  

厚生労働統計の整備に関する検討会開催要項  

今後5年間に講ずべき具体的施策（抜粋）  

諮問第21号の答申「国民生活基礎調査の変更について」  
WHOイIC韓国会議報告について  

ICF－CYの刊行について  

ICFシンポジウムの報告について  

平成22年度統計情報部事業計画（厚生関係）について  

参考資料1  諮問第21号国民生活基礎調査の変更について（諮問）  

参考資料2  平成22年国民生活基礎調査 調査票   



厚生労働統計の整備に関する検討会開催要項  

1 目  的   
「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成20年3月13日閣議決定）において、公的  

統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策に関し 、今後5年間に講ずべき具体的施   
策が示された。これを受けて、統計情報部所管統計について当該講ずべき具体的施策への対   
応を検討するに当たり、専門的見地からの意見一助言を得ることを目的とする。   

2 主な検討事項   

検討会は、「公的統計の整備に関する基本的な計画」の「別表 今後5年間に講ずべき具   
体的施策」のうち、「「第2 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策」部分」   
に係る統計情報部所管統計の調査事項、調査方法、集計方法等の改善・充実策等について検   
討を行う。   

3 構成員  

4 運営等  

（1）検討会は、統計情報部長が有識者の参集を求めて開催する。   

（2）検討会には座長を置き、構成員の互選により定める。   

（3）検討会に座長代理を置くことができる。  

座長代理は、座長が構成員の中から指名するものとし、座長を補佐し、座長不在の場  

合にはその職務を行う。  

（4）座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係者に検討会への出席を求め、  

意見を聴くことができる。  

（5）検討会は、原則として公開する。ただし、座長は、公開することにより検討に著しい  

支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があると認めるときは、会  

議を非公開とすることができる。  

（6）検討会の資料は、原則として公表する。ただし、座長は、公表することにより検討に  

著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があると認めるとき  

は、資料を非公表とすることができる。  

（7）検討会は、議事録を作成し公表する。ただし、会議を非公開とする場合には、議事要  

旨を公表する。  

（8）検討会の庶務は、統計情報部企画課において行う。  

（9）前各項のほか、検討会の運営その他の検討会に閲し必要な事項は、座長が定める。   

5 開催期間   

検討会は平成25年度まで、1年に3回程度開催することとする。   



資料1－2  

別表 今後≡；年間に講ずべき具体的施策（抜粋）  

「第2 公的統計の整備に閲し総合的かつ計画的に講ずべき施策」部分  

番号   項 目   具体的 な措置、方策等   担当府省   実施時期   

エ 四半期推計に  ○ 毎月勤労統計調査について、①常用労働者が5人から29人の事業所  厚生労働省  平成25年度までに結  
関する諸課題  の調査における標本替えの工夫による所定内給与等の断層の解消、②離  論を得る。  

職事由を「解雇、退職」、「転勤」等に分離すること等による企業の退  
職者比率の把握、③退職金の調査を検討する。   

（4）医療費に関す  ○ 医療費に関する統計の体系的整備、国際比較可能性の向上の観点か  厚生労働省  平成21年度から検討  
る統計の国際比較  ら、保健医療等の分野全体の医療費をマクロでとらえる統計（OECD  を開始し、できるだ  

2                    可能性の向上  のSHA手法に基づく保健医療支出推計）を公的統計として位置付ける  け早期に結論を得  
ことについて、できるだけ早期に結論を得られるよう、学識経験者や利  る。  
用者を含めて検討する。   

（2）少子高齢化等  ○ 就業（就職及び離職の状況、就業抑制要因など）と結婚、出産、子  総務省、厚  原則として平成21年  
3            の進展やワークラ  育て、介護等との関係をより詳しく分析する観点から、関係する統計調  生労働省  中に結論を得る。  

イフバランス等に  

対応した統計の整  
備   ○ 世代による違いの検証等のため、21世紀出生児縦断調査及び21世紀  厚生労働省  平成21年度中に結論  

4  成年者縦断調査について、新たな標本の追加等を検討する。  を得る。   

○ 人口動態調査における集計の充実（出生・婚姻・離婚の月別、年齢  厚生労働省  平成21年中に結論を  
5  各歳・生年別の集計等）について検討する。  得る。   

（3）暮らし方の変  ○ 国民生活基礎調査の所得票及び貯蓄票を用いた調査結果の都道府県  厚生労働省  平成25年調査の企画  
6            化に対応した統計  別表章が可能となるよう、これらの調査票の標本規模を拡大すること等  時期までに結論を得  

の整備   について検討する。  る。   

○ 国民生活基礎調査で使用している世帯票、健康票、介護票、所得票  厚生労働省  平成23年中に結論を  

7  
及び貯蓄票について、相互のクロス分析等を充実させることについて検  得る。  
討する。   

（4）教育をめぐる  ○ 社会生活や雇用・労働等と教育との関係を分析できるようにする観  各調査の実  原則として平成21年  

状況変化等に対応  点から、関連統計調査において、学歴等の教育関連項目を追加すること  施府省   中に結論を得る。  
8                     した統計の整備  について検討する。   

（7）グローバル化  ○ 人口動態調査における外国人についての集計の充実（特に年齢別）  厚生労働省  平成21年中に結論を  

9  

の進展に対応した  得る。   
統計の整備   

（8）企業活動の変  ○ 実労働時間のより適切な把握の観点から、世帯に対する雇用・労働  総務省、厚  原則として平成21年  
化や働き方の多様  関係の統計調査において、ILOの国際基準も踏まえた上で調査事項の  生労働省  中に結論を得る。  

10  

働統計の整備   
○ 雇用動向調査等を基にして雇用創出・消失指標を推計し、公表す  厚生労働省  平成24年末までに実  
る。  施する。  

○ 経済産業省と協力して、ビジネスレジスタ∴の整備を待って、毎月  厚生労働省  ビジネスレジスター  
勤労統計調査や賃金構造基本統計調査と、工業統計表等との結合を図る  

12  
の整備状況を踏ま  

ため、共通符号を持たせること等の措置を講じる。  え、速やかに実施す  

る。  

○ 非正規雇用の実情を継続的に毎年把握する統計調査について、遅く  厚生労働省  平成21年度から検討  
とも平成24年度までの調査開始に向けて、調査の内容や実施時期等につ  を開始し、平成22年  

13  いて検討する。  度までに結論を得  

る。  

○ 関係府省等と協力して、ハローワークを通じた求人・求職活動のみ  厚生労働  平成21年度から検討  
ではなく、他のルートによる求人・求職活動を含めた総合的な労働の需  省、総務省  する。  

14  給動向を示す指標について、ハローワーク以外の求人数の把握方法、世  
帯調査を通じた求職状況に関する統計の利用可能性や、費用対効果など  
も含め、その実現可能性について検討する。   

（9）その他   ○ 医療施設調査及び患者調査について、記入者負担の軽減及び統計調  厚生労働省  平成23年調査の企画  

四  

査の効率化の観点から、医療機能情報提供制度やレセプトの電子化等の  時期までに結論を得  
推進状況を踏まえ、平成23年調査以降への行政記録情報等の活用可能性  る。  
について検討する。   

（注）周期調査については、記載された実施時期の直後に到来する調査企画時期（調査計画の承認申請を行う時期を指す。）までとする。   



諮問第21号の答申 国民生活基礎調査の変更について   

（平成22年1月25日府統委第8号 統計委員会答申）   

本委員会は、国民生活基礎調査（以下「本調査」という。）の変更について審議し  

た結果、下記の結論を得たので答申する。  

記  

1 承認の適否   

統計法（平成19年法律第53号）第10条各号の要件に適合しているため、変更   

を承認して差し支えない。   

ただし、以下の「2 理由等」で指摘した事項については、修正が必要である。  

2 理由等  

（1）調査事項  

ア 調査事項の追加  

（ア）学歴の追加（世帯票）  

厚生労働省は、世帯票において、世帯員ごとに最終学歴又は在学中の学  

校を新たに把握する計何である。  

これについては、学歴が世帯員に関する基本的な情報であり、健康状態、  

所得、貯蓄等に関する調査事項とクロス集計することにより、従来とらえ  

られなかった有用な情報が得られると考えられること、また、調査事項は  

簡素であり、報む者負担の観点での問題もなく、平成20年7月に実施され  

た国民生活基礎調査試験調査（以下「試験調査」という。）の結果を見ても  

特段の支障は認められないことから、適当である。  

（イ）同居していない者の人数の追加（世帯票）  

厚生労働省は、世滞票において、単身赴任等の特定の事由で同居してい   

ない者に閲し、従来、その有無のみを事由別に把握してきたが、新たに、   

同居していない者の人数を把捉する計画である。  

これについては、家計支出額等とクロス集計することにより、同居して   

いない者の人数に応じた家計負担の相違などの従来とらえられなかった有   

用な情報が得られると考えられること、また、人数の記入が、報告者負担   

の過度な増加につながるとは考えられないことから、適当である。  

ただし、単身赴任や社会福祉施設への入所等で世帯を離れている者につ   

いて、結婚等で新たに世帯を構えた者との区別を用語上明らかにするため、   

調査票の「同居していない」という用語を適切な表現に攻めるほか、単身   

赴任や社会福祉施設への入所等で世帯を離れている者として、計上される   

べき者がより明確になるよう、調査票の説明を変更する必要がある。  

一1－   



（ウ）健診後の特定保健指導等の状況の追加（健康票）  

厚生労働省は、健康票において、高齢者の医療の確保に関する法律（昭   

和57年法律第80号）に基づく特定保健指導等（注）の実施状況を新たに把握   

する計画である。  

これについては、特定保健指導を受けた者及び勧められたにもかかわら   

ず受けなかった者の属性を分析することなどにより、特定保健指導の円滑   

な普及のために有用な情報が得られると考えられること、また、調査事項   

は簡素であり、報告者負担の観点での問題もないことから、適当である。  

（注）特定保健指導は、40歳以上74歳以下の者を対象としているが、健康票では、その他の者（た  

だし20歳以上）に対する任意の保健指導の状況も把握することとしているため、当該調査事  

項において、「特定保健指導」という表現は用いていない。  

（ェ）子宮がん及び乳がん検診の過去2年間の受診実績の追加（健康票）  

厚生労働省は、健康票において、従来、過去1年間の受診実績のみを把   

握してきた各種がん検診のうち、子宮がん及び乳がんについて、新たに、   

過去2年間の受診実績を把握する計画である。  

国民のがん検診の受診率に関しては、がん対策推進基本計画（平成19   

年6月15日閣議決定）において、50％以上とすることが目標として定めら   

れている。当該受診率の測定には、本調査の結果が利用されているが、他   

のがん検診と異なり、子宮がん及び乳がん検診の頻度は、厚生労働省の指   

針により、2年に1回とされており、過去1年間の受診実績のみでは、正   

確な受診率の測定に支障があるため、子宮がん及び乳がん検診の過去2年   

間の受診実績を把握する必要は認められる。また、調査事項は簡素であり、   

報告者負担の観点での問題もないことから、子宮がん及び乳がん検診の過   

去2年間の受診実績の追加は、適当である。  

ただし、調査票の設計上、過去1年間の受診実績の有無にかかわらず、   

20歳以上のすべての女性が回答対象であることが分かりにくいため、回答   

が必要な者について明記し、記入漏れが生じないようにする必要がある。  

（オ）児童手当等の追加（所得票）  

厚生労働省は、所得票において、従来、年間所得の内訳の「その他の社   

会保障給付金」として、まとめてとらえられてきた児童手当等（児童手当、   

児童扶養手当、特別児童扶養手当などの児童に関する社会保障給付金をい   

う。以下同じ。）を、「その他の社会保障給付金」から分離し、回答項目と   

して独立させる計画である。  

これについては、児童手当等の額を把握することにより、少子化対策に   
有用な基礎的情報が得られると考えられること、また、従来合算されてい   

た児童手当等を分離し記載することが、報告者負担の過度な増加につなが   

るとは考えられず、試験調査の結果を見ても特段の支障は認められないこ   

とから、適当である。  
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イ 調査事項の削除  

（ア）1日の平均の片道通勤時間の削除（世帯票）  

厚生労働省は、世帯票において、1週間の就業日数等に関する調査事項  

の中で世帯員ごとに把握してきた1日の平均の片道通勤時間を削除する計  

画である。  

これについては、平成16年及び平成19年に実施された本調査により、  

おおよその状況が把握できたこと、また、上記アの（ア）及び（イ）のと  

おり、世帯票に調査事項が追加され、報告者負担を考慮する必要があるこ  

とから、適当である。  

（イ）世帯を別にしている子の人数の削除（世帯票）  

厚生労働省は、世帯票において、世帯を別にしている子に関する調査事   

項の中で世帯員ごとに把握してきた世帯を別にしている子の人数を削除す   

る計画である。  

世帯を別にしている子の人数は、一般的に、親と世帯を別にしている子   

供との間で交わされると考えられる経済的支援や介護支援等を量的に把握   

するため、平成16年に実施された本調査で取り入れられた調査事項である。  

しかしながら、様々な親子関係がある中、経済的支援や介護支援等の罷   

を子供の数で測るのは結果的に困難であったこと、また、上記アの（ア）   

及び（イ）のとおり、世帯票に調査事項が追加され、報告者負担を考慮す   

る必要があることから、世帯を別にしている子の人数の削除は、適当であ   

る。  

（2）調査方法  

厚生労働省は、所得票について、所得や課税などの内容を統計調査員に対し   

て口頭で答えたくないと考える報告者の抵抗感を和らげ、調査票の円滑な回収   

を可能にするため、他計方式から自計方式に変更する計画である。  

これについては、自計方式化に当たり、記入方法の説明や調査事項のレイア   

ウト等の工夫で報告者負担の抑制を図るとともに、世帯内での個人情報保護意  

識に配慮し、世帯員ごとに別調査票とするなどの措置が講じられ、さらに、試   

験調査の結果を見ても特段の支障は認められないことから、適当である。  

（3）集計・公表   

ア 集計事項  

厚生労働省は、研究者等の一般利用者や行政施策上の需要を踏まえ、各調  

査票間のクロス集計等を充実させる一方、需要の乏しい集計事項を削除する  

計画である。  

集計事項の充実については、研究者等の一般利用者及び行政側、双方にと  

って利用し得る情報の増加となることから、おおむね適当である。  
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ただし、有業者の所得金額と就業形態や教育等とをクロスする集計事項に  

ついては、厚生労働省の計画にある平均所得金額とクロスする集計事項に加  
えて、所得金額の分布を見ることも重要であることから、所得金額階級とク  

ロスする集計事項を作成する必要がある。   

また、集計事項の削除については、特に、研究者等の一般利用者にとって、  

利用し得る情報の減少となるものの、調査票情報の二次利用により、ある程  

度代替が可能と考えられることを踏まえた場合、需要に応じた統計作成の効  

率化の観点から適当である。   

イ 心の状態に関する調査事項の集計方法  

心の状態に関する調査事項（以下「K6」という。）（注）については、平成  

19年に実施された本調査に係る統計審議会（当時）の答申（以下「審議会答  

申」という。）において、「調査結果を精査の上、例えば、K6の点数を合計  

した結果表の作成に向けて、その方法などについて検討する必要がある」と  

指摘されたところである。  

厚生労働省は、この指摘を受け検討を行ったが、K6の適切な表章方法に  

ついてなお研究中であることを踏まえ、平成19年に実施された本調査に引き  

続き、K6の点数を合計した結果表の作成を見送る計画である。  

しかしながら、合計されたK6の点数は、心の健康状態を反映した尺度数  

値であり、一定の社会的配慮を要するものの、自殺対策等の基礎資料として  

有用な情報になると考えられるため、平成22年に実施される本調査から、K  

6の点数を合計した結果表を作成することが必要である。  

（注） ハーバード大学医学部Kessler教授らによって開発された心の健康状態を把握する方法であり、  

平成19年に実施された本調査で、健康稟の調査事項として導入された。  

（4）母集団推定の方法  

本調査で用いる母集団推定の方法については、審議会答申において、より適   

当な推定を行う観点から研究を行うよう指摘されたところである。  

本調査の結果から推定された母集団値に関しては、国勢調査の結果と比較し   

た場合、単身世帯数が国勢調査の結果を下回るといった事例が見られている。  

国勢調査の結果との差は、世帯構造や年齢層等に応じた調査票回収率の偏り   

による非標本誤差が原因であると考えられる。そのため、厚生労働省は、住民   

基本台帳の利用や近隣世帯からの聞き取りによる調査地区の世帯名簿の精緻化   

を通じて、調査票回収率の偏りをとらえ、当該情報を基に母集団推定の方法を   

工夫することで非標本誤差を縮小できないか検討を行ったが、推定結果の改善   

にはつながらなかったことから、現行の母集団推定の方法を継続する計画であ   

る。  

これについては、調査票回収率の偏りに関する正確な情報を得るために直ち   

に採用できる効果的な手段がない現状では、母集団推定の方法の工夫によって   

非標本誤差を縮小することは、当面は困難であると認められることから、やむ  
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を得ない。   

なお、厚生労働省では、非標本誤差の縮小には、現時点では、まず調査票回  

収率の向上に努めるべきと考えられることから、調査票回収率の向上策として、  

平成22年に実施される本調査から、所得票の自計方式化や集合住宅の管理人等  

に対する自治体職員による協力依頼の実施などの措置を採ることとしており、  

これらの措置については、適当と考えられる。  

3 今後の課題   

本調査における非標本誤差の縮小に向け、平成22年に実施される国勢調査の結   

果と本調査の結果との間で生じた差異も含め、上記2（4）で述べた調査票回収   

率の向上策の効果を検証する必要があるほか、近年、非標本誤差を解析し、集計   

値を補正する理論の研究が進んできていることから、それらの利用可能性に関す   

る検討も併せて行う必要がある。   

また、これらの対策が思わしい成果を上げない場合は、平成25年に実施する本   

調査の企画に当たり、他の基幹統計調査の状況も踏まえ、調査方法等について、   

見直しを検討する必要がある。  

－5－   



WHO－FIC韓国会議報告について  

WHO，WHO－FIC韓国協力センター（申請中）共催  

平成21年10月10日（土）～16日（金）  

韓国ソウル市  

韓国カトリック大学ソンシンキャンパス国際コンベンションセンター  

WHO，WHO協力センター、厚生・統計関係部局、オブザーバー等約150名  

主催  

開催期間  

会場  

参加者  

主な議題について  

（1）諮問委員会（Council）  

＞ 各グループ及び委員会のWOrkplanの見直しを目的としたピア・レビューア  

ーをWHOが指名した。  

＞iCAMPの報告  

＞ 伝統医学に関する分類の追加を検討中。  

＞ SnomedCTは、ICD．とのリンケージに関してのみ無料で使用可能とする旨  

川TSDOと合意。  

＞ 次回執行小委員会（SEG）WHO－FIC諮問会議（counc＝）、RSG、第2回iCAMP  

は2010年4月に予定。  

＞ 次年度WHO－FIC年次会議  

2010年10月16日～22日 於：カナダ（トロント）  

＞ 諮問会議議長選挙（2010－2011）  

Ms．Marjorie GreenbergとDr．Stefanie Weberが選出。  

＞ ポスターセッションの実施方法について意見交換   



（2）本会議  

●韓国のHealth［nformation Systemについて（プレゼンテーション）  

● 円卓会議Ⅰ（ICD－11α版に向けて）  

＞ RSGのシュート議長による説明  

oiCAMPを通じてツールの実用性が改善。  

○ 用語の不整合の問題、章ごとに異なる構造を採用するか等の問題  

○ 少なくとも（1）α版の具体的な形式の提示、（2）ワークフローと課題を  

確認、（3）TAG以外の広範囲な対象者と情報交換をする等は実施。  

＞ ウースタンWHO担当官による説明  

○Icampにおいて、iCATの使用方法、コンテンツ・モデル、ワークフロ  

ーなどの学習が目的で、合計40人（マネージング・エディター12人、  

分類専門官10人、コンピューター専門家10人、評価専門家8人）で  

活動。  

○ 今後の予定として、2010年5月にα版が完成し、1年間のフィードバ  

ックを受け付ける。同時にβ版を作成して、誰でもテストできるよう  

にする。その後2年間のフィールド・テストを実施して、2013年9月  

に一般公開用の最終版を作成。  

o iCAMP参加者からのコメント  

● ポスターセッション1（ICD及びICF）  

● ポスターセッション2（プライマリケア）  

● 円卓会議Ⅱ（プライマリケア）  

＞ WONCA代表による基調講演  

＞ICPCの歴史  

＞ プライマリケアにおける伝統医学の位置づけ  

＞ アジアパシフィックネットワーク会議においての検討報告  

＞ICD－11で1つのユースケースとしてプライマリケアを検討   



ICF－CYの刊行について  

○生活機能分類一小児青少年版（仮称）（ICF－CY）の日本語版作成のための検討  

会での検討状況  

第1回検討会  平成20年6月26日（木）  

【議 事】   

・国際生活機能分類一小児青少年版（仮称）（ICF－CY）の動向につ  

いて   

・今後の運営について   

・その他  

※ 各構成員から提出された意見をもとに、適切な日本語訳について議  

。  

第2回検討会  平成20年12月10日（水）   

【議 事】  
・国際生活機能分類一小児青少年版（仮称）（ICF－CY）の日本語訳  

について  

・国際生活機能分類の変更すべき項目名について  

・その他  

※ 各構成員からの意見提出を踏まえ、日本語訳（事務局案）を提示  
し議論。  

※ICF本体の修正が必要と思われる箇所については、ICF専門  

委員会に報告。   

○意見照会  

平成21年1月～2月 関係省庁及び関係団体に意見を照会し集約   

○専門委員会への報告  

平成21年3月13日  第6回社会保障審議会統計分科会  

「生活機能分類専門委員会」に最終訳を報告   

○刊行  

平成21年3月24日  刊行  

関係省庁、関係団体へ配布   



ICFシンポジウムの報告について  

1開催概要  

日 時：平成22年1月24日（日）13：00－17：00  

場 所：明治大学リバティータワー1階「リバティーホール」  

主 催：厚生労働省  

協 賛：財団法人厚生統計協会  

協力：日本保健医療福祉連携教育学会、ソーシャルケアサービス従事者研究協議会  

（社団法人日本社会福祉士会、社団法人日本医療社会事業協会、社団法人日本精神保健福祉  

士協会、日本ソーシャルワーカー協会）、日本介護支援専門員協会  

参加者：約320名  

2 シンポジウム概要  

生活機能分類（ICF）専門委員4名による活用事例報告（医療分野、介護分野）と2  

名の指定討論者（リハビリテーション、ソーシャルワーク）を交えたパネルディスカッショ  

ンをおこなった。  

ICFの普及のために、今回のシンポジウムを単発で終わらせるのでなく、今後は、I  

CFを普及するための教育のあり方の具体的な検討やICFが果たす「共通言語」の役  

割の重要性を認識した異職種問の情報交換が活発化し、連携が促進されることが期  

待された。  

【講演者・パネリスト】  

国立精神・神経センター病院副院長  

国立長寿医療センター研究所生活機能賦活研究部長  

日本介護支援専門員協会会長  

千葉大学医学部付属病院地域医療連携部准教授  

（指定討論者）  

新潟医療福祉大学医療技術学部教授  

郡山市医療介護病院保健福祉等事業推進室長  

安西 信雄  

大川 弥生  

木村 隆次  

藤田 伸輔  

真柄 彰  

島野 光正  

司会進行：厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課  

疾病傷害死因分類調査室長  瀧村 佳代  

座  長：社会保障審議会統計分科会  

生活機能分類専門委員会委員長  大橋 謙策   



平成22年度統計情報部事業計画（厚生関係）について  

事  業  名   

保健統計主管部局関係  社会福祉統計主管部局関係   
備   考  

平成22年  

社会医療診療行為別調査実施   
調査経路は支  

6月  （調剤報酬に係る調査を含む）  
払基金  
・国保連合会  

国民生活基礎調査（世帯票・健康票・  
6月3日  

介護票）実施  

7月15日  
国民生活基礎調査（所得票・貯蓄票）実  

施  

7月18日  第9回21世紀出生児縦断調査実施（平成13年7月出生児）  直接郵送方式  

公共サービス  

10月  
社会福祉施設等調査実施  改革法による民  

間委託  

介護サービス施設・事業所調査実施  公共サービス  

改革法による民  
間委託  

11月3日  

l  

第6回申高年者縦断調査実施   直接郵送方式  

11月3日  第9回21世紀成年者縦断調査実施  直接郵送方式  

12月1日  第1回21世紀出生児縦断調査（平成22年出生児）（仮称）実施  直接郵送方式  

12月31日  

平成23年  

1月18日  第10回21世紀出生児縦断調査実施（平成13年1月出生児）  直接郵送方式   

（注）これらの他、年間を通じて実施する調査として、人口動態調査（職業・産業調査を含む）、医療施設動態調査、   
病院報告、衛生行政報告例、地域保健・健康増進事業報告、福祉行政報告例及び介護給付費実態調査がある。   
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諮問第21号  

国民生活基礎調査の変更について（諮問）  

標記について、平成21年10月20日付け厚生労働省発統1020第3号により厚生労働大臣か  

ら別添「基幹統計調査の変更について（申請）」のとおり申請があったところ、その承認  

の適否を判断するに当たり、統計法（平成19年法律第53号）第11条第2項において準用す  

る同法第9条第4項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。   



諮 問 の 概 要  

（国民生活基礎調査の変更について）  

1 調査の目的等   

国民生活基礎調査（以下「本調査」という。）は、保健、医療、福祉、年金、所得な   

どの国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立  

案に必要な基礎資料を得るとともに、各種統計調査において報告者の抽出に用いる母集  

団情報を提供することを目的として、実施する調査である。   

本調査は、旧統計法（昭和22年法律第18号）第2条に基づく指定統計である国民生  

活基礎統計（指定統計第116号）を作成するための指定統計調査として、昭和61年を  

初回として、3年ごとに大規模調査を、中間年に簡易調査を実施してきており、その後、  

平成21年4月に、新統計法（平成19年法律第53号）が全面施行されたことに伴い、  

同法第2条第4項第3号に規定される基幹統計を作成するための基幹統計調査に位置   

付けられている。   

なお、平成22年に実施が予定されている本調査は、第9回目の大規模調査に当たる。  

2 申請の趣旨   

国民の個人情報保護意識の変化を考慮し、調査方法を変更するほか、社会経済情勢の   

変化に応じて多様化する国民生活の実態をより的確に把握するため、報告者負担に配慮   

しつつ、調査事項の変更を行う。   

また、研究者等の一般利用者や行政施策上の需要等を踏まえ、集計事項の追加及び削   

除を行う。  

3 申請内容  

（1）調査方法の変更  

国民の個人情報保護意識の変化に起因する本調査への理解及び協力意識の低下やそ   

れに伴う統計調査員の負担の増加を踏まえ、所得票について、他計方式（統計調査員   

による聞き取り方式）から、自計方式（報告者による自己記入方式）に移行する。  

（2）調査事項の変更   

ア 調査事項の追加   

（ア）学歴の追加（世帯票）  

世帯員に関する基本的な情報であり、健康状態、所得、貯蓄等に関する調査事  

項とクロス集計することにより、学歴とストレスの相関関係等、従来とらえられ  

なかった情報が得られると考えられることから、世帯員ごとに最終学歴又は在学  

中の学校を新たに把握する。   

（イ）同居していない者の人数の追加（世帯票）  

ー1－   



単身赴任や学業等で同居していない者について、従来はその有無のみを事由別   

に把握してきたが、同居していない者の人数に応じた家計負担の相違などの従来   

とらえられなかった情報が得られると考えられることから、同居していない者の   

事由別の人数を新たに把握する。  

（ウ）健診後の特定保健指導等の状況の追加（健康票）  

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）に基づき、生活習   

慣病の予防を目的として平成20年度から開始された特定保健指導（注1）について、   

指導を受けた者及び勧められたにもかかわらず受けなかった者の属性を分析する   

ことなどにより、特定保健指導の円滑な普及のために有用な情報が得られると考   

えられることから、特定保健指導等（注2）の実施状況を新たに把握する。   

（注）1 生活習慣病の要因と考えられている内臓脂肪型肥満（メタポリック・シンドローム）の該当者や予  

備群に対して行う生活習慣の改善に向けた保健指導  

2 特定保健指導は、40歳以上74歳以下の者を対象としているが、健康票では、その他の者（ただし  

20歳以上）に対する任意の保健指導の状況も把握することとしているため、当該調査事項において、  

「特定保健指導」という表現は用いていない。  

（ェ）子宮がん及び乳がん検診の過去2年間の受診実績の追加（健康票）  

がん対策推進基本計画（平成19年6月15日閣議決定。以下「基本計画」とい   

う。）において、国民のがん検診の受診率を50％以上とすることが目標として定   

められており、当該受診率の測定には、本調査結果が利用されている。  

従来、本調査において、各種がん検診については、過去1年間の受診実績のみ   

を把握し、その結果を、基本計画に掲げられた受診率の測定に用いてきたが、子   

宮がん及び乳がんの検診に関しては、厚生労働省の指針により、2年に1回行う   

こととされており、過去1年間の受診実績では、がん検診の正確な受診率の測定   

に支障があるため、子宮がん及び乳がん検診について、過去2年間の受診実績を   

新たに把握する。  

（オ）児童手当等の追加（所得票）  

児童手当等（児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当などの児童に関する   

社会保障給付金をいう。以下同じ。）は、従来、年間所得の内訳の中で、「その   

他の社会保障給付金」として、まとめてとらえられてきたが、少子化対策の基礎   

的な情報であると考えられるため、「その他の社会保障給付金」から分離し、児   

童手当等の額を新たに把握する。  

イ 調査事項の削除  

（ア）1日の平均の片道通勤時間の削除（世帯票）  

1日の平均の片道通勤時圃は、個人の働き方の態様を多面的にとらえるため、  

平成16年に実施された本調査で取り入れられた調査事項である。  

しかしながら、平成16年及び平成19年に実施された本調査の結果により、1  

日の平均の片道通勤時間のおおよその状況が把握できたこと、並びに上記アの（ア）  

－2－  

▼▼   



及び（イ）のとおり、世帯票に調査事項が追加され、報告者負担を考慮する必要   

があることから、1日の平均の片道通勤時間を削除する。  

（イ）世帯を別にしている子の人数の削除（世帯票）  

世帯を別にしている子の人数は、一般的に親と世帯を別にしている子供との間   

で交わされると考えられる経済的支援や介護支援等を量的に把握するため、平成  

16年に実施された本調査で取り入れられた調査事項である。  

しかしながら、様々な親子関係がある中、交わされる経済的支援や介護支援等   

の量を子供の数で測るのは結果的に困難であったこと、並びに上記アの（ア）及   

び（イ）のとおり、世帯票に調査事項が追加され、報告者負担を考慮する必要が   

あることから、世帯を別にしている子の人数を削除する。  

（3）集計事項の変更  

研究者等の一般利用者や行政施策上の需要を踏まえ、各調査票間のクロス集計事項   

等を充実させる一方、需要の乏しい集計事項を削除する。  

ー3－   



㊥  
統計法に基づく  

基幹統計調査  国民生活基礎調査【世帯票】  
（平成22年6月3日調査）  

参考資料2  

厚生労働省  
…一…一‥－－－…＝…－・ 調査員記入欄－＝……－t－…－－－－＝－  

こ‾ 

この調査は、統計法に基づき政府が実施する基幹統計調査です。  

秘密の保護には万全を期していますので、ありのままを記入してください。  

く記入上の注意〉  

・『（世帯票・健康票）記入のしかた』をよくお読みになってから記入してください。  

・もし記入方法がわからなかった場合は、調査員が受け取りにうかがったときにおたずねください。  

・選択肢は指示がない場合は、あてはまる番号1つに○をつけてください。  

・数字は右づめで記入してください。  

・できるだけ黒のボールペンで記入してください。  

あなたの世帯について、平成22年6月3日現在の状況をお答えください。  

世帯とは、ふだん住居と生計を共にしている人々（世帯員）の集まりをいいます。  

世帯員には、旅行や出張などで一時的（3か月以内）に自宅を離れている人や船員など就業  
場所を移動する人も含みます。  
また、病院に入院している人も含みますが、住民登録を病院に移している人は除きます。さ  
らに、単身赴任や学業で世帯を離れている人、老人福祉施設などの社会福祉施設に入所して  
いる人も除きます。  

Ⅰ世帯の状況   

質問1 ふだん一緒にお住まいで、生計を共にしている方（世帯員）は、あなたを含めて何人です力㌔  
（一時的に不在の万を含みます。）  

［：三＼  1人（単独世帯）の場合は、補間1－1にもお答えください。  

補間1－11人（単独世帯）の方の場合は、その状況についてお答えください。  

【単独世帯の状況】  

1住み込み、寄宿舎等に居住する単独世帯  

2 その他の単独世帯  

【単身赴任か否か】  

1単身赴任看である  

2 単身赴任者でない  

質問2  現在は、単身赴任などで世帯を離れているが、その前は、一緒にお住まいで生計を共にして  
いた方がいる場合は、あてはまるすべての番号に○をつけ、それぞれの人数を記入してくだ  
さい（いない場合は、6に○をつけて＜ださい。）。  

人
 
人
 
人
 
人
 
人
 
 

［
〕
［
〕
［
〕
口
□
 
 

1単身赴任で世帯を離れている者がいる  〉   

2 学業のため世帯を離れている吾がいる         〉   

3 老人福祉施設に入所している者がいる  〉   

4 社会福祉施設（老人福祉施設を除く。）に入所している者がいる →   

5 病院に長期入院している（住民登録を病院に移している。）者がいるう・   

61～5の者はいない  

※ 1～5に該当  

する方は、この  
調査の世帯員と  
はなりませんの  
で、質問1の人数  
には含めないで  
ください。  

裏面に続きます。   



質問3  お住まいの住居の種類と建て方についてお答えください。  

【建て万】  

1 一戸建て  

2 共同住宅  
（マンション、アパート等）  

質問4  お住まいの住居の室数について、居住用の部屋数（玄関や風呂等は含めないでください。）を  
記入して＜ださい。  

また、床面積は、玄関や廊下等も含めた住宅全体のおおよその床面積を記入して＜ださい。  

※ 床面積の換算  
1坪＝3．3ポ  
2畳＝3．3nて  

質問5  5月中の家計支出総額（世帯の万全員の支出金額の合計額）を記入してください。  

※ 以下の費用は家計支出には含めないでください。  

税金、社会保険料、事業上の支払い（農家におけ  
や農具、商店における商品の仕入れに使った金等）、貝モ  
蓄、借金や住宅ローンなどの返済、掛け捨て型以外の  
生命保険料・損害保険料  

補間5－1 小学校入学前の方がいる場合は、5月中の家計支出総額のうち、育児にかかった費  
用を記入してください。  

※ 育児にかかった費用とは、ミルク代、離乳食代、医療   
費、保育料、習い事の費用、衣服費、おもらや代、その   
他育児にかかった費用のすべてが入ります。  

補間5－2  5月中の家計支出総額のうち、別居している親又は子への仕送りの状況をお答えく  
ださい。  

仕送りの目的については、あてはまるすべての番号に○をつけて＜ださい。  

別居している親がいる  

しい 
ヽL   ′   

3 別居している親はいない  

別居している子がいる  

し〔 

ヽL   ノー   

3 別居している子はいない  

引き続き「Ⅱ世帯員の状況」についてもお答えください。  

▼■■  一   



㊨  
厚生労働省  

調査員記入欄・…－－……＝－‥－一一…－－－－  

統計法に基づく  
基幹統計調査  国民生活基礎調査【世帯票】  

（平成22年6月3日調査）  

Ⅱ 世帯員の状況  

・すべての世帯員の方について、ひとり一列で記入してください。  

・世帯旦の記入順序は、夫婦・棄卿馴胤こ並べて記入してください。  単位区 番 号  
選択肢は指示がない場合は、あてはまる番号1つに○をつけ、数字は右づめで記入してください。  

質問1最多所得者  
謁査目前1年間で所得（年金、仕送り等を含  

（世帯脚 （世帯紺引 （世帯員番号） 

む）が最も多かった方1名の世帯員番号に   ：二軒   （02：     ヽ   

○をつけてください。  ：′桐、：  
質問2世帯主との続柄 世帯主の配偶者（夫又は妻）の祖父母・兄弟肺  ①世帯主   D7世帯主の父母   07 世帯主の父母   07 世帯主の父母   

妹はそれぞれ「09祖父母」「10兄弟姉妹」   02 世帯主の配偶者 08 配偶者の父母   02 世帯主の配偶者 08 配偶者の父母   02 世帯主の配偶者 08 配偶者の父母   
に含めます。兄弟姉妹の配偶者は「10兄弟姉  03 子  09 祖父母   03 子  09 祖父母   03 子  09 祖父母   
妹」に含めます。   04 子の配偶者 10 兄弟姉妹   
「配偶者」には、事実上夫婦として生酒して い 

04 子の配偶者 10 兄弟姉妹   04 子の配偶者 10 兄弟姉妹  

るが、婚姻届を提出していない場合も含み   11その他の親族   05 孫  11その他の鯛族   05 孫  11その他の親族   

ます。   06 孫の配偶者 12 その他（親族以外）  06 孫の配偶者 12 その他（親族以外）  06 孫の配偶者 12 その他（親族以伸   

質問3 性   1 男  2 女   1 男  2 女   

質問4 出生年月   
三笑≡；≡芸⊂コ年［：エコ 

月  …笑≡；讐冨山年⊂＝］ 月       三笑≡‡讐慧⊂コ年［二□月   

質問5配偶者（夫又は妻）の有無  
ー配偶者あり  ー配偶者あり   ー配偶者あり   「配偶者」には、事実上夫婦として生若している  

が、婚姻届を提出していない場昌も含みます。  
4 離別   4 離別   4 離別   

国康保険 村   村   村   
質問6医療保険の加入状況 保険証又は組合員証で確認してお害えくださ  甲＞〔…芸≡   

い。   
国民讐望→〔三芸≡   国民軍康保険＞〔…霊≡  

被用者保険（協去けんほ絹合健保共薄絹昌等）  被用者保険1協岩口ん居細甜種保異清純昌等〉  被用看保喉り蒜芸（「ノ1ノ居細呂健保宍瀬棚呂等）  

■ ＞〔 ■ ●，〔 ■ ，〔 宅，  者，  者，  

5 後期高齢者医療制度（長寿医療制度）   5 後期高齢者医療制度（長寿医療制度）   5 後期高齢者医療制度（長寿医療制度）  

6 その他   6 その他   6 その他   

質問1 公的年金■恩給の受給状況   

受給している場合、受給している年金等のす  紹 2 基礎年金と厚生年金   絵 2 基礎年金と厚生年金   
ベての番号に○をつけて＜ださい。   し  3 基礎年金と共済年金   

なども含めてお答えください。   7 共済年金  て  4 国民年金  7 共済年金  

宝 ≡  

垣1基礎年金  受 1基礎年金   他   ・蔓 1基礎年金          絵 2 基礎年金と厚生年金  他  他  

10 受給していない   10 受給していない   10 受給していない   

質問9 手助けや見守りの妻否  

手助けや見守りを必要としています力＼。  

手助けや見守りを  手8力けや見守りを  手配‖サや見守りを  

1必要としている  

2必要としていない＋   

1必要としている  

2必要としていない   

1必要としている  

2必要としていない■l  

手 助 け や 見 守 り を 必 要 と し て い る 方 へ の 質 問 
補間9－1日常生活の自立の状況  

最もあてはまる状兄の番号1つに○をつけて   
ください。  

1何らかの障害等を有するが、日常生活   
はほぼ自立しており独力で外出できる  

2 屋内での生活はおおむね自立している   
が、介助なしには外出できない  

3 屋内での生活は何らかの介助を要し、   
田中もベッド上での生活が主体である   
が座位を保つ  

4 1日中ベッド上で過こし、排せつ、食   
事、壱曹において介助を要する  

1何らかの障害等を有するが、日常生活   
はlまほ自立しており独力で外出できる  

2 屋内での生活はおおむね自立している   
が、介助なしには外出できない  

3 屋内での生活は何らかの介助を要し、   
日中もベッド上での生活が主体である   
が座位を保つ  

41日中ベッド上で過こし、排せつ、食   
事、書替において介助を要する  

1何らかの障害等を有するが、日常生活   
1まほほ自立しており独力で外出できる  

2 屋内での生活はおおむね自立している   
が、介助なしには外出できない  

3 屋内での生活は何らかの介助を要し、   
日中もベッド上での生活が主体である   
が座位を保つ  

41日中ベッド上で過ごし、排せつ、食   
事、毒害において介助を要する  

補間9－2 期間  

補間9－1で害えた自立の状況になって力、らの   
期間をお害えください〔  

11月未満  6 3～5年未満  
2 1～3月未満  7 5～10年未満  

3 3～6月未満  8 10～20年未満  

4 6月～1年未満 9 20年以上  

5 1～3年未満  

11月未満  6 3～5年未満  
2 1′〉3月未満   7 5′）10年未満  

3 3～6月未満  8 10～20年未満  

4 6月～1年未満 9 20年以上  

5 1へノ3年未満  

6
 
「
′
 
8
 
9
 
 

扇
 
 

満
月
月
1
年
 
 

未
3
6
 
～
 
3
 
 

月
 
～
 
～
 
月
 
～
 
1
 
1
 
3
 
6
 
1
 
 
 

1
 
つ
⊥
 
3
 
4
 
5
 
 

3～5年未満  

5～10年未満  

10′～20年未満  
20年以上  

この質問は40歳以上の方のみお答えください。   
実際にサービスを蔓lプているかどうかば問い   補間9－3 要介護認定の有無     ません。  

要介護認定を   

1受けている  2 受けていない  

要介護認定を   

1受けている  2 受けていない  

要介護認定を   

1受けている  2 受けていない  

補間9－4 同別居の状況   

主に手助けや見守りをしている万が同居して   
いる場合は、その方の世帯員番号（最上段   
の番号）を記入してください。  

主に手助けや層．守りをしている万は  

1 同居している   2 同居していない  

忘忘［ニコ  

主に手助けや胃守りをしノている万店  
1 同居している  2 同居していない  

．忘忘吉［ニコ  

主に手助けや見守りをしている巧は  
1同居している  2 同居していない  

．忘言⊂コ  
補間9－5 手助けや見守りが必要な方から  

みた続柄   

手助けや見守りが必要な方ご本人からみた   
続柄をお害えください。  

1 配偶者   5 その他の親族  

2 子  6 事業者休－ムヘルパー等）  

3 子の配偶音 7 その他（ボランティア・近所  
4 父母  の人など）  

1配偶者   5 その他の親族  

2 子  6 事業者俳－ムヘル／ト等）  

3 子の配偶音 7 その他（ボランティア・近所  
4 父母  の人なと）  

1配偶者   5 その他の親族  

2 子  6 事業者（ホームヘルパー等）  

3 子の配偶音 7 その他（ボランティア・近所  
ヰ 父母  の人なと）  

補間9－6 手助けや見守りをしている方の性  

裏面 に続 き ま す。（15 歳未満の 方   
三  ∴！L  

ま 質 問 終 了 で す  
－．■・   



表面の世帯員番・号と同じ列に記入してください。 ■■■  ▼  ▼   

（世帯員番号）   01  02   03   
1 鱒  上  の  方  へめ 嘗車 線 

質問10教育  
中  

の方は最終卒業学校（中途退学をした万はその  
前の学校）についてお害えください   4 短大・高専  

予備校などはここでいう学校には含めません。   3 在学した  5 大学  
ことがない  「在学中」の万はその学校について、「卒業」    ：≡…中卜 
5 歳  

6 大学院  一・・ 室＝ニ肖・・   ▼・・ 室；。綽・・  
質問11公的年金の加入状況   公的年金に加入している  公的年金に加入している   公的年金に加入している   

、 

L し 

者や学生等）  書や学生等）  酌学生等）  

加入していない  （厚生年金・共済年金の加入者）  （厚生年金・共済年金の加入者）  （」亨生年金・共済年金の加入者）  

20歳末満で仕事をしていない万、すでに老齢年金又 3国民年金第3号被保険者  3国民年金第3号被保険者  3国民年金第3号被保険者  
は退隠年金を受給している汚、受鴨資格があるが受給待 （苓2弓被保険者の配偶者）  （第2号被保険者の配偶者）  （築2雪被保険者の配偶者）  

ちの万なとが該当します 
糧漂孟歳末満の方は原則として加入しています0し三≡≡……≡三≡≡慧     ）4公的年金に加入していない  4公的年金に加入していない   4公的年金に加入していない   
質問12 別居している子の有無   別居している子が  別居している子が   別居している子が  

1いる   2 いない →（質問13へ）   1いる   2 いない →（質問13へ）  1いる   2 いない →（質問13へJ  

1 同一家屋  4 同一市区町村   1 同一家屋   4 同一市区町村  
補間12－1最も近くに住んでいる別居の子の   居住場所  1 同一家屋   4 同一市区町村                 2  同 一敷地   5 その他の地Ⅰ或  2 同一敷地   5 その他の地域   2 同一敷地   5  その他の地域  

3  近隣地域  3  近隣地域   3  近隣地域   

質問135月中の仕事の状況  
収入を伴う仕事を少しでもした方は「仕事あり．」、  仕事あり  仕事なし  仕事あり  仕事なし   仕事あり  仕事なし  

まったく仕事をしなかった方は「仕事なし」の中か                                     ↓  
らお答え＜ださい。  

↓  

↓   

↓  

無給で自家営業の手伝バをした懐古や、育児や介護  
のため、一時的に仕手を休んでいる場合も「仕事あ  
り」とします 
なお、PTA役員やボランティアなと無報酬の活動  

は「仕事なし」とします  （二質問18へI   （質問18へ）  

↓                        ↓  
（質問18へ）  

棄瀾甘でト1」～「4」（仕†事あり）と回答した方への貴牒巨   

質問141週間の就業日数等  【 

□白  
【 

□ 
【 

5月24日（月）～30日（日）の1週間に実際に仕事  をした。敷  をした日数 
をした日数と時間の合計をお答えください。  
なお、複数の仕事をした場合は、すべての合計  

□ 

をお害えください。   総時間  l l   【就業時間】  l l  【融：業時間】  

。  をした。数 

。  

照敬∴き凍く二；・′L喚㌃ 皆㌣や軋・∴益軒㍉事 に   う  い ∴モ   
質問15就業開始時期  

主な仕事について、その仕事についた時期をお 害えください。  …至芸［工］年［＝コ月   …至蓋［＝］年⊂コ月  …至芸［コ年［ニコ月   
質問16 仕事の内容（職業分類）   Ol管理的職業従事者 07農林漁業従事者  Ol管理的職業従事者 0了霞林漁業従事者   01管理的職業従事者 0了農林漁業従事者   

02専門的・技術的  08生産工程従事者  02専門的・技術的  08生産工事呈従事者   02専門的・技術的  08生産工程従事者  
主な仕事について、お害え＜ださい。  職業従事者  09輸送・機械運転従事者   職業従事者  09輸送・機械運転従事者  職業従事者  09輸送・機械運転従事者  

03事韓従事者  10建設・採掘従事者  03事拷従事者  10建設・採掘従事者   03事務従事者  10連投・採掘従事者  

04販売従事琶  11運搬・清掃・包装等   04販売従事壱  1ト運搬・濁牒・包装等  04販売従事者  Il運搬・濡掃・包装等  

05サービス職業  従事者  05サービス職業  従事者   05サービス職業  従事者  
従事者  12分類不能の職業  従事者  12分類不能の職業   従事者  12分類不能の職業  

06保安職業従事者  06保安職業従事者   06保安職業従事者   
質問17勤めか自営かの別  1自営業主（雇人あり）  l自営業主（雇人あり）  

2自営業主（雇人なし）  
主な仕事について、お害えください。   

えた師の補間－7‾川‾2をお筈  

ぇ  

ロ ー     での呼、  1自営業主（雇人あり） 2自営業主（雇人なし） 3家族従業者（自家営業の手伝い） 4会社・団体等の役員    2自営業主（雇人なし） 3家族従業者（自家営業の手伝い） 4芸社一団体等の役員    3家族従業者（自家営業の手伝い） 4会社・団体等の役員   

2 パート  2 パート   2 パート  
「矧動者派遣事業所の派遣社昌」とは労働者派             3 アルバイト  3 フフルバイト   3 アルバイト   

遵法に基つく事業所に雇用され、そこから派遣  4 労働者派遣事業所の派遣社員  4 労働者派遣事業所の派遣社員   4 労働者派遣事業所の派遣社員   
されている人をいいます。   5 契約社員・嘱託  5 契約社員・嘱託   5 契約社員・嘱託  

6 その他  6 その他   8 その他   
口 一 ユE   ・呂公庁の別   11～ 4人  6 500へノ999人  11～ 4人  6 500～999人   11～ 4人  6 500～999人   
本社・本店や出張所などを含めた企業全体の従  25～29人  了1000～4999人   2 5～29人  了1000′〉4999人  2 5～29人  71000～4999人   
業員数をお害えください。   3 30～99人  8 5000人以上  3 30～99人  8 5000人以上   3 30～99人  8 5000人以上   
「官公庁」とは国の機関や地方自治体をいいま  4100′）299人   9 官公庁  4100～299人   9 官公庁   4100～299人   9 官公庁   
す。   5 300′｝499人  5 300′～499人   5 300√、ノ499人   

質問柑で「5」～「7」（仕事な∴し）と回答した方への貫周  
質問18 就業希望の有無  収入を伴う仕事を  

1 したいと思って   2 したいと思って  

収入を伴う仕事を  

1 したいと患って   2 したいと思って  

収入を伴う仕事を  

1 したいと思って   2 したいと思って  
いる  ↓ いない  いる  ↓ いない  いる  ↓ いない  

了です。）  

のような形で仕事をしたい  1 正規の職員・従業員  
2 パート・アルバイト  

3 労働者派遣事業所の派遣社員  

4 契約社員・嘱託  

5 自営  

6 その他   

1正規の職員・従業員  
2 パート・アルバイト  

3 労働者派遣事業所の派遣社員  

4 契約社員・嘱託  

5 自営  

6 その他  

1正規の職員・従業員  
2 パート・アルバイト  

3 誉∋働者派遣事業所の派遣社員  

4 契約社員・嘱託  
5 自営  

6 その他  

と思いますか  

最もしたいと思う仕事の形の番号1つに  
○をつけてください。現在仕事を探してい  
ない方でも、仕事につくとしたらどのよう  
な形で仕事をしたいかをお答えください。  

仕
事
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
方
 
 

補間18－2  すぐにでも仕事につけますか  すぐに仕事に  
1つける  

－－－－－一寸－－・－－・－－‥－・一   

仕事を   
l探している   
2 探していない   

すぐに仕事に   
l つける  

すくに仕事に  
2 つけない  

．…↓‖＿．…＿…．……．＿  
【仕事につけない理由】  
1出産・育児のため  
2 介護・看護のため  
3 健康に自信がない  

4 その他  

2 つけない  1つける  

ト…－－－－・・・  

2 つけない  

．…★．…．……叩．…．．  
【仕事につけない理由】  
1出産・育児のため  
2 介護・看護のため  
3 健康に自信がない  

4 その他  

補間18－3 仕事を探  

していますか   
現在採用枯葉を待つ   
ている万も「探してい   
る」に○をつけて＜だ  

補間18－4 仕事につ  

【仕事につけない理由】  
l出産・育児のため  
2 介護・看護のため  
3 健康に自信がない  

4 その他  

けない理由  
あてはまるすべて  
の番号に○をつけ  
てください。  

仕事を  

1探している   
2 探していない  

仕事を  
1探している  

2 探していない  

ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た。   



統計法に基づく  

基幹統計調査  厚生労働省   

国民生活基礎調査【健康票】  

（平成22年6月3日調査）  

この調査は、統計法に基づき政府が実施する基幹統計調査です。   

秘密の保護には万全を期していますので、ありのままを記入してくださ  

い。  

く記入上の注意〉  この調査票は、世帯の方全員が1人1冊ずつ、記入してください。  
・『（世帯票・健康票）記入のしかた』をよくお読みになってから記入して  

ください。  

・もし記入方法がわからなかった場合は、調査員が受け取りにうかがった   

ときにおたずねください。  

・選択肢はあてはまる番号1つ、又はあてはまるすべての番号に○をつけて  

ください。  

・数字は右づめで記入してください。   

ご自分で記入できない方については、ご家族の方、又は介護をしている方が   

記入を手伝ってください。  

・できるだけ黒のボールペンで記入してください。  

質問1あなたの性・出生年月を記入してください。性・元号は、あてはまる番号  

1つに○をつけ、出生年月には数字を右づめで記入してください。  

性   出 生 年 月   

1男  

2女   
［コ左⊂］月   

．．……＿＿＿＿＿＿＿…．…＿＿＿．調査員記入欄．…………＿＿……．‖…‖‖……．．  

区輔潮帯  

－1－   



質問2 あなたは現在、病院や診療所に入院中、又は、介護保険施設に入所中ですか。  

質問5へ ※ 介護保険施設とは、介護療養型医療施設、  
介護老人保健施設及び介護老人福祉施設をいいます。  

質問3 あなたはここ数日、病気やけがなどで体の具合の悪いところ（自覚症状）が  

ありますか。  

質問4へ  

補間3－1それは、どのような症状ですか。あてはまるすべての症状名の番号に  

○をつけてください。その中で最も気になる症状名の番号を番号記入欄  
に記入してください。  

01熱がある  

02体がだるい  

03 眠れない  

04いらいらしやすい  

05 もの忘れする  

06頭痛  

07 めまい  

15 せきやたんが出る  

16 鼻がつまる・   

鼻汁が出る  

17 ゼイゼイする  

18 胃のもたれ・   

むねやけ  

19 下痢  

20 便秘  

21食欲不振  

22 腹痛・胃痛  

23 痔による痛み・   

出血など  

24歯が痛い  

25 歯ぐきのはれ・出血  

26 かみにくい  

27 発疹（じんま疹・できもの  

など）  

手
足
 
 

筋
骨
椙
系
 
 

肩こり  

腰痛  

手足の関節が痛む  

手足の動きが悪い  

手足のしびれ  

手足が冷える  

足のむくみやだるさ  
消
化
器
系
 
 

日のかすみ  

物を見づらい  

36 尿が出にくい・   

排尿時痛い  

37 頻尿（尿の出る回数が多い）  

38 尿失禁（尿がもれる）  

39 月経不順・月経痛  

40骨折・ねんざ・   

脱きゅう  

41切り傷・やけどなどの   
けが  

42 その他  

尿
路
生
殖
器
系
 
 

10耳なりがする  

11きこえにくい  

動惇  

息切れ  

前胸部に痛みが  

ある  

28 かゆみ（湿疹・水虫など）  

最も気になる症状の番号記入欄  ＝＝き  

補間3－2 最も気になる症状に対して、なんらかの治療をしていますか。  
あてはまるすべての番号に○をつけて＜ださい。  

1病院・診療所に通っている（往診、訪問診療を含む）  

2 あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）にかかっている  

3 売薬をのんだり、つけたりしている  

4 それ以外の治療をしている  

5 治療をしていない  

ー2 －  

‾† し   



質問4 あなたは現在、傷病（病気やけが）で病院や診療所（医院、歯科医院）、  

あんま・はり・きゅう・柔道整復師（施術所）に通っていますか。  

問診療を含む。）  

（往診、訪  

質問5へ   

補間4－1どのような傷病（病気やけが）で通っていますか。あてはまるすべて  

の傷病名の番号に○をつけてください。その中で最も気になる傷病名の  
番号を番号記入欄に記入してください。  

内
分
泌
・
代
謝
障
害
 
 
精
神
・
神
経
 
 

尿
路
生
殖
器
系
 
損
傷
 
 

01糖尿病  

02肥満症  

03高脂血症   
（高コレステロール血症等）  

04甲状腺の病気  

05うつ病やその他の   

こころの病気  

06認知症  

07パーキンソン病  

08その他の神経の病気   
（神経痛・麻痺等）  

09眼の病気  

10耳の病気  

急性鼻咽頭炎（かぜ）  

アレルギー性鼻炎  

喘息  

その他の呼吸器系  
の病気  

胃・十二指腸の病気  

肝臓・胆のうの病気  

その他の消化器系  
の病気   

腎臓の病気  

前立腺肥大症  

閉経期又は閉経後障害  
（更年期障害等）  

骨折  

骨折以外のけ力†・  

やけど  

消  

化  

器  

系  36貧血・血液の病気  

37悪性新生物（がん）  

38妊娠・産裾   
（切迫流産、前置胎盤等）  

39不妊症  

40その他  

41不明  

22歯の病気  

皮「23アトピー性皮膚炎  

主二…三  その他の皮膚の病気  

25痛風  

26関節リウマチ  

27関節症  

28肩こり症  

29腰痛症  

高血圧症  

脳卒中（脳出血、脳梗塞等）  

狭心症・心筋梗塞  

その他の循環器系の  

病気  

筋  
骨  
格  
系  

最も気になる傷病の  

30骨粗しょう症   番号記入欄 ＝＝きニ  

質問5 あなたは、5月中に病気やけが、予防で支払った費用（介護保険の利用者負担  
は含まれません。）はありましたか。支払った費用があった場合は、干円未満  

を四捨五入して右づめで記入してください。   

（例＝支払った費用が、1～499円の場合は「0千円」、500～1499円の場合は「1千円」になります。）  

病気やけがで支払った費用   1ある◆l万口千円  
［例＝警望遠き多票芸あ芸驚喜票などで支払っ 〕   

2ない  

〔 

病気の予防で医療機関等に支払った妻用  1ある◆】万□千円  

姦悪£差冨冨讐琵讐≡墓誌保健指導、予防〕   2ない  

注：1）正常な妊娠・分娩のために支払った費用は含みません。   

2）お子さま方たちの費用を、保護者の方などが支払われた場合には、お子さま方たちの  
調査票にその費用を計上してください。  

6歳未満の方及び入院、又は、介護保険施設に入所の方は質問終了です。  

ー3 －   



ここからの質問は、6歳以上の方がお答えください。  

質問6 あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか。  

1あ る  2 な い  質問7へ  

間6－1それはどのようなことに影響がありますか。あてはまるすべての番号  

に○をつけてください。  

1日常生5古動作（起床、衣服毒脱、食事、入浴など）   4 運動（スポーツを含む）  

2 外出（時間や作業量などが制限される）  5 その他  
3 仕事、家事、学業（時間や作業量などが制限される）  

質問7 過去1か月の問に、健康上の問題で床についたり、普段の活動ができなかっ  

た（仕事・学校を休んだ、家事ができなかった等）目数はどれくらいありました  
か。日数を右づめで記入してください。  

質問8 あなたの現在の健康状態はいかがですか。あてはまる番号1つに○をつけて  

ください。  

1よい 2 まあよい 3 ふつう  4 あまりよくない 5 よくない  

ここからの質問は、12歳以上の方がお答えください。  

（12歳未満の方は質問終了です。）  

質問9 あなたは現在、日常生活で悩みやストレスがありますか。  

質問10へ  

補間9－1それは、どのような原因ですか。あてはまるすべての原因の番号に○  

をつけてください。その中で最も気になる原因の番号を番号記入欄に  
記入してください。  

01 家族との人間関係  
02 家族以外との人間関係  
03 恋愛・性に関すること  
04 結婚  
05 離婚  
06 いじめ、セクシュアル・ハラスメント  

07 生きがいに関すること  
08 自由にできる時間がない  
09 収入・家計・借金等  
10 自分の病気や介護  
11 家族の病気や介護  

12 妊娠・出産  
13 育児  
14 家事  
15 自分の学業・受験・進学  
16 子どもの教育  
17 自分の仕事  
18 家族の仕事  
19 住まいや生活環境  

（公害、安全及び交通事情を含む）  

20 その他  
21 わかlらない  

最も気になる悩みやストレスの番号記入欄  

－4－   



補間9－2 悩みやストレスを、どのように相談しています力㌔ あてはまるすべて  
の番号に○をつけてください。また、最も気になる悩みやストレスに  

ついてどのように相談していますか。あてはまる番号の主なものを2つ  
まで番号記入欄に記入してください。  

01家族に相談している  

02友人・知人に相談している  

03職場の上司、学校の先生に   

相談している  

04公的な機関（保健所、福祉事務所、   

精神保健福祉センター等）の相談窓口   

（電話等での相談を含む）を利用している  

05 民間の相談機関（悩み相談所等）の   

相談窓口（電話等での相談を含む）を   

利用している  

06病院・診療所の医師に相談している  

07テレビ、ラジオ、新聞等の相談   

コーナーを利用している  

0801′）07以外で相談している   

（職場の相談窓口等）  

09相談したいが誰にも相談できないでいる  

10相談したいがどこに相談したらよいか   

わからない  

11相談する必要はないので誰にも相談   

していない  

最も気になる悩みやストレスの相談状況の番号記入欄－－ト  

質問10 次のそれぞれの質問について、過去1か月の問はどのようであったか、  
あてはまる番号1つに○をつけてください。  

まったく  
いつも  たいてい  ときどき  少しだけ   ない   

神経過敏に感じましたか   1   2   3   4   5   

絶望的だと感じましたか   1   2   3   4   5   

そわそわ、落ら着かなく感じましたか   1   2   3   4   5   

気分が沈み込んで、何が起こっても気が  
晴れないように感じましたか   

1   2   3   4   5   

何をするのも骨折りだと感じましたか   1   2   3   4   5   

自分は価値のない人間だと感じましたか   1   2   3   4   5   

質問11あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。  

110本以下  

211′）20本  

3 21′）30本  

4 31本以上  

1［］に平均して  

何本くらい吸い  

ますか。  

20歳未満の方は質問終了です。  
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ここからの質問は、20歳以上の方がお答えください。  

質問12 あなたは過去1年間に、健診等（健康診断、健康診査及び人間ドック）を  

受けたことがありますか。  
注：次のようなものは健診等には含まれません。  

がんのみの検診、妊産婦検診、  

補間12－6へ 歯の健康診査、  
病院や診療所で行う診療としての検査  

補間12－1どのような機会に健診等を受けましたか。あてはまるすべての番号  

に○をつけてください。また、その中で最後に受けた健診等の番号に  

ついても番号記入欄に記入してください。  

※1～3の各機関が指示する医療機関で受けた場合は、それぞれの機関の番号に○を  
つけてください。  

1市区町村が実施した健診  

2 勤め先、又は健康保険組合等が実施した健診  

3 学校が実施した健診  

4 人間ドック（上記1～3以外の健診で行うもの）  

5 その他  

最後に受けた健診等  

【以後、最後に受けた健診等についてお伺いします。】  
補間12－2 健診等の結果、何らかの指摘を受けましたか。（健診等の結果にあわ  

せて書面に記載されている場合を含む。）  

補間12－5へ   
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補間12－5 最終的に、医療機関を受診するように勧められましたか。  

（再検査・精密検査目的の受診を除く。）  

その後、医療機関を受診しましたか。  1は い  2 いいえ  

【補間12－6は質問12で「2ない」と答えた方のみお答えください。】   

補間12－6 それは、どのような理由で受けなかったのです力㌔ あてはまるすべて  
の番号に○をつけてください。  

01知らなかったから  

02時間がとれなかったから  

03場所が遠いから  

04費用がかかるから  

05検査等（採血、胃カメラ等）に不安が   

あるから  

06その時、医療機関に入通院して   

いたから  

07毎年受ける必要性を感じないから  

08健康状態に自信があり、必要性   

を感じないから  

09心配な時はいつでも医療機関を   

受診できるから  

10結果が不安なため、受けたくない   

から  

11めんどうだから  

12その他  

※ 質問13、補間13－1のがん検診については、健診等（健康診断、健康診査及び人間ドック）の中   

で受診したものも含みます。  

質問13 あなたは過去1年間に、下記のがん検診を受けましたか。あてはまるすべて  

の番号に○をつけてください。  

1胃がん検診   
（バリウムによるレントゲン撮影や内視鏡（胃カメラ、ファ什－ス］－デ）による撮影など）  

2 肺がん検診（胸のレントゲン撮影や喀疲（かくたん）検査など）  

3 子宮がん検診（子宮の細胞診検査など）  

4 乳がん検診（マンモグラフィ撮影や乳房超音波エコー検査など）  

5 大腸がん検診（便潜血反応検査（検便）など）  

6 その他（  

7 受けていない  

※質問13を回答いただいた方もお答えください。  

補間13－1あなたは過去2年間に、 下記のがん検診を受けましたか。あてはまる  

すべての番号に○をつけてください。  

1子宮がん検診（子宮の細胞診検査など）  

2 乳がん検診（マンモグラフィ撮影や乳房超菖波エコー検査など）  

31～2は受けていない  
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ご協力ありがとうございました。  
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デ秘‥  基幹統計調査  統計法に基づく   
厚生労働省  

国民生活基礎調査【介護票】   
（平成22年6月3日調査）  

‾‾‾●‾‾………‾‾‾‾‖‖‾… 
調査員記入欄  

位 世榔 

この調査は、統計法に基づき政府が実施する基幹統計調査です。  

秘密の保護には万全を期していますので、ありのままを記入してください。  

く記入上の注意〉  

・『（介護票）記入のしかた』をよくお読みになってから記入してください。  

・もし記入方法がわからなかった場合は、調査員が受け取りにうかがったときにおたずねください。  

・ご自分で記入できない方については、介護をしている方、又はご家族の方が回答してください。  

・選択肢はあてはまる番号1つ、又はあてはまるすべての番号に○をつけてください。   

一致字は右づめで記入してください。  

・できるだけ黒のボールペンで記入してください。  

質問1 この調査票に回答する万はどなたですか。  

あてはまる番号1つに○をつけてください。  

質問2 介護が必要な万の性と出生年月をお答えください。  

あてはまる番号1つに○をつけ、出生年月には数字を右づめで記入してください。  

（1）性   （2）出生年月   

1男  2 女   一明治 2大正 3昭和  …l年l星l月   

質問3 調査日現在の要介護度の状況と1年前の要介護度の状況をお答えください。  

あてはまる番号1つに○をつけてください。  

※ 介護保険被保険者証等を参考に記入して＜ださい。  

次頁に続きます。  
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質問4 介護が必要となった原因は何です机  

あてはまるすべての番号に○をつけ、かつ、その中で主な原因である番号1つを主な原因欄に記入して  

ください。  

質問5 5月中に利用した居宅サービスについて、利用したサービスのすぺての番号に○をつけ、利用した  

日数又は食数を記入してください。  

※ 配食サービスを1日に複数回受けた場合は真数を合計してください。訪問系サービスなどで  

1日に複数回受けた場合は回数に関わらず1日として計算してください。  

サービスの種類  5月中のサー  ビス利用目数   

（ト4は介護保険制度によるサービスをいいます。）  
介護保険、市  
町村事業等   

口  訪問系サービス   

日  

2  適所系サービス   

日  n 戸 】 日  

3  短期入所サービス   l l   

〔 

、介護予防短期入所 

〕   日  日  

4  小規模多機能型居宅介護   

い」、規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護〕   白   臼  

5  配 食 サ ー ビ ス   
食  

6  外出支援サービス   
日  

7  寝具類等洗濯乾燥消毒サービス   
白j  日   

ト〉4を利用  

していない方  
は質問6へ  

1～4を1つで  

も利用している  
方は質問7へ   
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【質問6は、質問5のト4のサービス（介護保険によるサービス）を1つも利用していない方がお答えください。】  

質問6 介護保険によるサービスを受けていない理由は何ですか。  

あてはまるすべての番号に○をつけてください。  

1 家族介護でなんとかやっていける  

2  介護が必要な者（本人）でなんとかやっていける  

3  他人を家に入れたくない   

4  外出するのが大変  

5  どのようなサービスがあるかわからない   

6  サービスを受ける手続きがわからない   

7  利用者負担が払えない   

8  受けたいサービスがない  

9 その他 具体的に記入してください〔  

【引き続き質問7からお答えください。】  

質問7 主に介護をしている方の1日の平均的な介護時間はどのくらいですか。  

あてはまる番号1つに○をつけてください。  

※ 介護の頻度が毎日でなく、数日に1度の場合は「5その他」に○をつけてください。  

1ほとんど終日   2半日程度 3 2～3時間程度 4必要なときに手をかす程度  5その他  

質問8 その他の介護者（主に介護をしている方以外で介護をしている万）がいる場合は人数を記入し、その状況を  

お答えください。  

ただし、事業者（ホームヘルパー等）は除きます。  

1同居している  

（2）同別居の   
居住断をお答え＜ださい0 

状況  同居していない  

4 その他の地域   

（3）性   1 男  2  女   

，；冨二≡≡孟霊地  
119歳以下  2 20～29歳 3 30～39歳 4 40～49歳  

（4）年 齢  
5 50～59歳  6 60～69歳  7 70～79歳  8 80歳以上   

（5）介護が必要  

な万（本人）から  1配偶者  2 子 3 子の配偶者 4 父母  5 その他の親族  6 その他   
みた続柄  

（6）介護頻度   1ほぼ毎日 2 週2～4日  3 週に1日  4 月に1～3日   

次頁に続きます。  
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質問9 次のような介護を受けています机また、どなたから受けています机  

受けている介護内容のすべての番号に○をつけ、それぞれの介護についてどなたから受けているかあてはまる  

すべての番号に○をつけてください。  

事業者  家族等による   
介護  

事業者  家族等による   
介護内容  （ホームヘ  （ホームヘ  

介護内容  
介護  

ルパー等）  ルパー等）  

による介護  による介護  

01  洗顔   2   
食事の準備‘後始末  

3  09   （調理を含む）   
2   3   

02  口腔清掃（はみがき等）   2   3   10  食事介助   2   3   

03  身体の清拭（体をふく）   2   3   皿  服薬の手助け   2   3   

04  洗髪   2   3   12  散歩   2   3   

05  毒替   2   3   13  掃除   2   3   

06  入浴介助   2   3   14  洗濯   2   3   

体位交換・起居  
07   （寝返りや体を起こす等）   

2   3   15  買い物   2   3   

08  排泄介助   2   3   16  話し相手   2   3   

質問10  5月中に事業者に支払った居宅サービスの自己負担額を右づめで記入してください。  

※ 質問5で回答した居宅サービスの費用についてお答えください。  

※ 保管しているサービスの領収証（書）を参考に記入して＜ださい。  

質問11． 介護が必要な方が65歳以上の場合、介護保険料所得段階をお答えください。  

※ 介護保険料額決定通知書に記載されている所得段階区分と同じ段階に○をつけてください。  

※ ただし、第1段階～第3段階以外の方については、4か5のうら、あてはまる番号に○をつけて＜ださい。  

1第1段階（生活保護受給者、又は老齢福祉年金受給者であって世帯の全員が市町村民税非課税）  

2 第2段階（介護が必要な者の昨年1年間の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下  
であって世帯の全員が市町村民税非課税）  

3 第3段階（世帯の全員が市町村民税非課税であって、上記1．2以外）  

4 介護が必要な者は市町村民税が非課税であって、世帯に課税されている者がいる  

5 介護が必要な者は市町村民税を課税されている  

質問12  5月中の介護費用についてお答えください。  

あてはまるすべての番号に○をつけてください。  

1介護が必要な者（あるいは配偶者）の収入を充てた。  

「ニナ〔1  

2 介護が必要な者（あるいは配偶者）の貯蓄を充てた。  

年金・恩給  2 年金・恩給以外の収入  

3 介護が必要な者（あるいは配偶者）以外の者の収入・貯蓄を充てた。  

こ協力ありがとうこざいました。  
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統計法に基づく  

基幹統計調査  厚生労働省  

国民生活基礎調査【所得票】  

（平成22年7月15日調査）  

この調査は、統計法に基づき政府が実施する基幹統計調査です。  

秘密の保護には万全を期していますので、ありのままを記入してください。  

＜記入上の注意＞  

・この調査票は、昨年1年間（平成21年1月1日～12月31日）に何らかの   
所得や税金、社会保険料、企業年金・個人年金等の掛金の支出があった方が   

1人1冊ずつ、記入してください。   

（所得には、アルバイトによる所得や仕送り、年金も含みます。）  

・もし記入方法がわからなかった場合は、調査員が受け取りにうかがったときに   

おたずねください。  

・ご自分で記入できない方については、ご家族の方が回答してください。  

・できるだけ黒のボールペンで記入してください。  

・7月15日以降に調査員があらためておうかがいいたしますので、それまでに  

枠の質問について記入してください。  

属 所得や課税等の支出のあった方は、質問1から順に記入してください。  

あなたの性・出生年月を記入してください。  

性・元号はあてはまる番号1つに○をつけ、出生年月には数字を石つめで  
記入して＜ださい。  

性   出 生 年 月   

1男  

2女   

；≡芸［コ年［コ月   

※所得については2ページから、課税等の支出については6ページから記入して＜ださい。  
15ページは、世帯主又は世帯を代表する万が記入してください。  
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昨年1年間に何らかの所得を受け取った場合は、2及び4ページの所得の種類ごとに、  
1年分の所得金額を万円単位で記入してください。  
所得のなかった方は、6ページヘお進みください。  

右ページの書類をお持ちの方は参考にしてください。  

【金額記入の注意】  

・万円未満は四捨五入して、万円単位で石づめに記入してください。  

（1～4，999円は「0万円」、5，000～14，999円は「1万円」）  

・生命保険の受取金、退職金、不動産や株の売却代金、宝くじの当せん金などの  
一時的なものは含みません。  

あなたは昨年1年間  
（中成21年1月～12月）  

に何らかの所得を受け取りま  
した力＼。   

受け取った所得の種類ごとに  

金額を記入してください。  

1年分の所得金額がわからないときは、  
1か月の収入の12倍にボーナス分を加  
えるなどして、1年分の金額を計算して  

してください。  

働いて得た所得   

勤め先から受け取った給料、賃金、賞与  
（ボーナス）を合わせた税込み金額を記入し  

てください。アルバイト等による所得も含み  
ます。  

【参考書類】源泉徴収票［原本又は写し］  

給与明細書  

事業（農耕・畜産以外）による収入から、  

仕入額、従業員に対する給与などの必要経費  
を差し引いた所得金額を記入してください。  
漁業・林業による所得を含みます。  

【参考書類】確定申告書［控］  

農業や畜産業による収入（自家消費分を含  
む。）から、肥料代、農薬代、家畜・家きん  
の購入費、雇い人の賃金などの必要経費を差  
し引いた所得金額を記入して＜ださい。  
【参考書類】確定申告書【控］   

雇用者所得  

事業所得  

億 千 百 十 －  

農耕・畜産   

所得   03  

億 干 百 十 －  

注文主からの委託を受けて、品物の製造や  
加工等（校正業務やワープロ入力などを含  
む。）を行って得た所得から必要な経費を差   
し引いた所得金額を記入してください。   

財産による所得   

家屋や土地を貸すことによって得た所得や、  
預貯金、公社債、株式などから得られた利子、  
配当金（源泉分離課税分を含む。）の合計額  
を記入してください。家や土地の売却代金、  
引き出した預貯金、生命保険・損害保険から  
の受取金を除きます。  

【参考書類】確定申告書【控］  

取引口座の通帳、配当金領収書など  

毎：4ページへ   

家内労働   

所得   04  

億 干 百 十 －  

財産所得  

億 干 百 十 －  
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参 考 書 類  

給与所得者の方  
＝⇒平成21年分給与所得の源泉徴収票［原本又は写し］を参考にしてください  

確定申告を行った方  
＝⇒ 平成21年分の所得税の確定申告書［控］を参考にしてください  

・この様式は、  

申告書B第一表です。  

与  ⑳  ⊂：］［：：□lヨl】ロロ  

『t用者所得』欄へ記入  
ヰ申告書Aでは、給与⑳欄になります。  

不   動  産  ③  ［二］⊂仁］  □□  

子  ④  ［コ⊂□  □□  

当  ⑤  ［コ⊂仁］＝】l□□  

・事   

・事業（農 業）② →『よ耕・畜産所得』欄へ  

ゝ車申告書Aでは、配当は③欄になります。  
C所I  

するむし  

【注意】 源泉分離課税された「利子」「配当」のあった万は、  
源泉分離課税分を含めた「利子」等も『財産所得』欄  
に記入してください。  
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公的年金・恩給による所得   

国民年金、基礎年金、厚生年金（厚生年金   
基金からの年金を含む。）、共済年金、福祉   

年金、恩給などからの受取額を記入してくだ   
さい。【参考書類】年金振込通知書など  

質問2（つづき）  

公的年金・恩給 
06  

1支払期（2か月）分しか受給額がわか  
らないときは、その金額を6倍するなど  千 百 十 －  

て、1年分の金額を記入してください。  

公的年金・恩  以外の  

社会保障給付金による所得   

雇用保険法の失業等給付、船員保険法の失   
業保険金の受取額（育児休業給付、介護休業   
給付を含む。）を記入して＜ださい。   

【参考書類】雇用保険受給資格者証   

雇用保険  

千 百 十 －  

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手  
当、児童育成手当などの児童に関する社会保  
障給付金の受取額を記入して＜ださい。   

児童手当等  

干 百 十 －  

生活保護法による扶助、医療保険による傷  
病手当金・出産手当金、労働者災害補償保険  
などその他法令に基づ＜支給金の受取額を記  
入して＜ださい。   

その他の  

社会保障給付金09  

干 百 十 －  

定期的又は継続的に送られてきた金品の額  
を記入して＜ださい。品物はヾ時価に換算し  
た額を記入してください。   

単身赴任毒を送り出している世帯で、単身  
赴任者の口座から生活費等として定期的に引  
き出している場合は、その金額をこららの欄  
に記入してください。  

仕送り  

千 百 十 －  

企業年金・  

個人年金等によ   

企業年金、生命保険会社・かんぼ生命・銀   
行・証券会社などの個人年金及び年金型商品、   
国民年金基金、農業者年金などからの受取額   
を記入して＜ださい。  

厚生年金基金からの年金は、「公的年金・   
恩給」に記入してください。   

その他の所得  

上記以外の冠婚葬祭の金、各種祝い金、せ   
ん別、見舞金などの受取額を記入して＜ださ   
い。  

退職金、宝くじの当せん金などは含みませ  
んり  

∈6ページヘ   

企業年金・  

個人年金等  11  

干 百 十 －  

その他の所得  

干 百 十 －  
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…………………………………・ 参 考 書 類・…・・……・………・・・・…  

公的年金を受給している方 ⇒ 年金振込通知書を参考にしてください  

雇用保険を受給している方 ⇒ 雇用保険受給資格者証を参考にしてください  

【金額記入の注意】   

万円未満は四捨五入して、万円単位で石つめに記入してください  
（1～4，999円は「0万円」、5，000～14，999円は「1万円」）  

－5－   



平成21年分の所得税の課税はありましたか。  

あてはまる番号に○をつけ、  
1に○をつけた方は金額も記入してください。  

万□千円  1課税あり    〉  

干 百 十 一  

会額の千円未満は四捨五入し、石づめで記入して＜ださい。  

2 課税なし  

※不動産譲渡にかかる所得税は、除いてください。  

【参考書類】  

＊平成21年分 給与所得の源泉徴収票［原本又は写し］  

＊年金振込通知書  

＊平成21年分の所得税の確定申告書［控］  

琶8ページヘ  
ー6－   
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…………℡……・帥………州…・・ 参 考 書 類・…………………………‖．．  

給与所得者の方  

＝⇒ 平成21年分給与所得の源泉徴収票［原本又は写し］を参考にしてください  

Jl  

源泉徴収税額を  

『所得税額』欄へ記入  

公的年金を受給し、公的年金から天引きされた方  
＝⇒ 年金振込通知書を参考にしてください  

所 得 税 額  

『所得税額』欄へ記入   

※ 年金振込通知書は、1支払期（2か月）   
分が記入されています。平成21年1年分   
の金額を記入してください。  

確定申告を行った方  

平成21年分の所子  

確定申告書［控］を夢  

してください  

差引所得税額 帰一⑳一⑳－⑳－㊥－⑳－⑳一㊥－⑳）  ⑳  ［ 

災害減免軌外国機楓空隙  ⑳ ～⑳  ［＝コ「¶ 

所得税額＝差引所得金額⑳ 

↓  

『所得税魚』欄へ記入  

・ネこ申告書Aでは、⑳と⑳の欄になります。  

【金額記入の注意】  

干円未満は四捨五入して、千円単位で右づめに記入 

（1～499円は「0千円」、500～1，499円は「1干円」）  

ー7－   



平成22年度の住民税の課税はありましたか。  

あてはまる番号に○をつけ、  
1に○をつけた万は金額も記入してください。  

万□千円  1課税あり   〉  

干 百 十 一  

金額の干円未満は四捨五入し、右つめで記入して＜ださい。  

2 課税なし  

※住民税は、道府県（都）民税と市町村（区）民税の合計です。   

不動産譲渡にかかる住民税lま、除いてください。  

【参考書類】  

＊平成22年度 給与所得等に係る市町村（区）民税・道府県（都）民税  
特別徴収税額の決定・変更通知書  

＊平成22年度 市町村（区）民税・道府県（都）民税  
税額決定・納税通知書  

琶10ページヘ  
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川……………………＝…………・・ 参 考 書 架巨………・1・・・・・・・…………  

給与所得者の方  
（給与天引き以外に住民税を納めている方は、次の「給与所得者以外の方」を参考にしてください）  

⇒ 平成22年度 給与所得等に係る市町村（区）民税・道府県（都）民税  
特別徴収税額の決定・変更通知書を参考にして＜ださい  

＊様式は、各地方公共恩体によって異なります  

特別徴収税額⑧  

特別徴収税額を  

『住民税簸』欄へ記入  

給与所得者以外の方  
⇒ 平成22年度 市町村（区）民税・道府県（都）民税  

税額決定・納税通知書を参考にしてください  

溶様式は、各地方公宍屈体によって異なります  

平成  22  年度  

】 市町村民税及び道府県民税決定（川月細  ヽ  

「住民税額計」  

「市町村（区）民税、  
短 期 譲 渡  9   ％   適   用   分（6）               5   ウも  i占   用   分【7）  

道府県（都）民税の合計税額」   

「普通徴収と特別徴収の合計害百」   

⊆ －   ご・－‖■耶 ・  

【金魚記入の注意】  

千円未満は四捨五入して、千円単位 で右づめに記入してください  

（1～499円は「0干円」、500～1，499円は「1干円」）  

－9－   



平成21年分の社会保険料の支払いはありましたか。  

医療保険（短期掛金）・年金保険（長期掛金）・介護保険・その他（雇  

用保険等）のうら、ひとつでも支払いのあったときには、1に○をつけ、  
支払った金額も記入してください。ひとつも支払いがなかったときには、  
2に○をつけて＜ださい。  

※保険料は、実際に支払った方が記入して＜ださい。  

1支払いあり  

1  

●昨年1年間lこ支払った社会保険料の総額を取入してください。   
記入のしかたは、11ページの上段「総額」より   
「給与所得者の万」又は「給与所得者以外の方」から選んで記入して＜ださい。  

万□干円  
金額の 
し、石 

千田未満は四捨五入  
つめで記入して＜だ  社会保険料の総額   

十 －  

●支払った保険料の内訳を記入してください。   

記入のしかたは、11ページの下段「内訳」より   
「給与所得者の方」又は「給与所得者以外の方」から   

選んで記入して＜ださい。  

内 訳  

万□干円  医療保険  

（短期掛金）  

万□干円  年金保険  

（長期掛金）  

干 百 十 －  

万□千円  介護保険  

干 百 十 －  

万□干円  その他  

（雇用保険等）  

千 百 十 一  

金額の千円未満は四捨五入し、石つめで記入して＜ださい。  

琶14ページヘ   
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【記入のしかた】  

給与所得者の方  給与所得者以外の方  

l  

■■■十●一－－一一－・－－一■－－－－ 一一一－－・－・－ －－－－・・－－－・－■■．■ ＿ ＿ ＿●  

給与明細書を参考に、  

下の計算をしてください。  

〔 

、一 
んでください。 〕  

どの方法で納めましたか。  

1年分を持っている方  

＝今 月々（ボーナス分含む。）の明細書   

から社会保険料の内訳の保険ごとに   

金額を1年分足し上げてください。  

口座振替又は納付書（普通徴収）で  
納付された万  

⇒ 納入（税）通知書又は各納付書から、   
国民健康保険料（税）、国民年金保   
険料、介護保険料の1年分の金額を  
記入してください。  

1年分はないが、  

1か月分を持っている方  

⇒ 総額のわかる万は、   
12ページの計算式Aにあてはめて   
計算してください。   

⇒ 総額のわからない万は、   
12ページの計算式Bにあてはめて   
計算してください。  

公的年金から天引き（特別徴収）で  

納付された方   

⇒ 年金振込通知書等から、医療保険料、   
介護保険料の1年分の金額を計算し   
てください。   

（13ページ8）参照）  

【注意】・昨年、年の途中で支払い方法を変更された方（例：納付書から給与天引きに変更）は、それぞれで支払った  
保険料の合計を記入してください。  

・40歳以上の万で、医療保険と介護保険の区別ができない場合は、医療保険にまとめて記入してください。  

・「厚生年金基金」の支払いは年金保険に含めますが、「国民年金基金」、「農業者年金」の支払いは、  
14ページの質問7「企業年金・個人年金等」に含めてください。  

－11－   



給与所得者の万  

① 源泉徴収票［原本又は写し］を持っている方  
参考書類  

‡土会  
尊  

会  

1年分はないが1か月分の給与明細書を持っている方  

－12－   



② 確定申告暮［控］を持っている方  
参考書類  

甜■長  
年   月   白  平成匿副年分の所得税の  申告書B  

第
一
表
 
○
こ
の
用
紙
は
捜
用
で
す
。
 
 

ネ土会保険料控除  

『社会保険料の総額』欄へ記入  
※申告書Aでは、⑥欄になります。  

蛸胃■一鴫甫鶉事の  
職t収税tの合計g  

未納付の農具＊収税鶴  

♯ 楕 J空 隙  

平均課税対象全錮  
ヰ1会保障料橙窟倉  

延 納 届 出 執  

③ 公的年金から天引き（特別徴収）で納付された方  

参考書類  

（初回撫込予定日）平成   年   月    日  

あなたの年食は、平成   年   月から平成   年   月王で  

の各欄■月に、次のとおり緬定された金■★開の預貯金口座に♯込みの手紙  

さを行うこととしましたので、お知らせします。  

◎年金のt轟  

◎薇込先  
介護保険料額   円   

国保保験料（税）額  

長寿医療保険料頓   円   
◎年▲支払義及び年▲から嶋朋■収丁る優■科（秩）■事尊の●l  

年 食 支 払 ■  

介護保険料嶺  
・介護保険料額   →『介護保険』欄へ記入  

・国保保険料（税）額  

長寿医療保険料額→『医療保険』欄へ記入   

カ 年金振込通知書は、1支払期（2力＼月）分が記入   
されています。平成21年1年分の金額を記入して   

ください。  

卿保保瞼料（税）疇  

所 得L ＋税鶴  

※年▲から嶋別■収ナる撫■料（畿）■とは、介】■≠■科書、   
■I農■■僻■科（観〉ll及び■■匿■一書■鞘■となり豪ナ．   
fた、モの龍に胃テ縛観■が濃よ暮収され蒙す。  

＃「よ轟■■躍■糊」は、後期暮廿暮■t■よの躁■剛■の   
i糠でナ．  

劇合併膵庁  

官手支出官 社会保険庁総務部経理躁  

－13－   



平成21年鹿の固定資産税の課税はありましたか。   

あてはまる番号に○をつけ、  

1に○をつけた方は金額も記入して＜ださい。  

万□干円  1課税あり →  

干 百 十 一  

金額の千円未満は四捨五入し、右づめで記入して＜ださい。  

2 課税なし  

※個人所有の土地・家屋（  ）に対する税額です。  
土地・家屋の名義人か否かにかかわらず、実際に支払った汚が記入して＜ださい。   

【参考書類】   

＊平成21年度 固定資産税・都市計画税通知書  

平成21年分の企兼年金t個人年金等の掛金を  
支払いましたか。   

あてはまる番号に○をつけ、  

1に○をつけた方は金額も記入して＜ださい。  

万□千円  1支払いあり ＋〉  

千 百 十 一  

金額の千円未満は四捨五入し、右つめで記入して＜ださい。  

2 支払いなし  

※掛金は、実際に支払った万が記入してください。  

【企業年金の例】確定給付企業年金・適格退職年金などの本人拠出分   

【個人年金の例】生命保険会社・かんぼ生命・銀行・証券会社などの個人年金や年金型商品   

【そ の 他】国民年金基金、農業者年金、確定拠出年金（個人型）  

ー14－   



帯主または世帯を代表する方は  
引きつづき下の質問8 にもお答えください。  

現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じています力㌔  

あてはまる番号1つに○をつけてください。  

1大変苦しい   

2 やや苦しい   

3 普 通   

4 ややゆとりがある   

5 大変ゆとりがある  

ご協力ありがとうございました。  

一15－   



ご協力ありがとうございました。  

下「   鷲 ・ヽ   



統計法に基づく  
基幹統計調査  国民生活基礎調査【貯蓄票】 

厚生労働省  

（平成22年7月15日調査）  
「＝－－…－－－－＝－－－－－－・  調査員記入欄  －－－－－－－＝－－－一＝－－－－ 1  

地区番号  単位区番号  世帯番号  

この調査は、統計法に基  

づき政府が実施する基幹統  
計調査です 

。  秘密の保護には万全を期  
していますので、ありのま  
まを記入してください。  

＜記入上の注意＞  

・『（貯蓄票）記入のしかた』をよくお読みになってから記入してください。  
・世帯主だけでなく世帯員全員の貯蓄、借入金の合計を記入してください。  
・ここでいう貯蓄・借入金には、家計用だけでなく個人営業のための分も含めます。  
・できるだけ黒のボールペンで記入してください。  

世帯主又は世帯を代表する方がお答えください。  

質問1あなたの世帯に以下に掲げる貯蓄はありますか（平成22年6月末日現在）。  
あてはまる番号に○をつけ、貯蓄がある場合は、（1）～（4）の合計貯蓄現在高を記入してください。  

ゆうらよ銀行、銀行、信用金庫、農業協同組合などの金融機関への貯金  

（1）（預金）（通常貯金・普通預金、定額・定期貯金（預金）、積立貯金  1有   2 無  
（預金）、当座預金等）  

■ 一 ■ ■■t ■ ■ ■ － －■ ■－ － － ■ t － ■ ■ ■ ■■● ●■ ■■■－ － － － －－－ －－ －－ ■■－ － －－ t － － ■－ － －■■－ － － － － － －－■－ －－ － － － ■ ■ －■■ ■－ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■■ ■I■ ●  

生命保険、個人年金保険、損害保険、簡易保険のこれまでに払い込んだ  

保険料（掛け捨ての保険は除きます。）  

（2） 1有  2無  
． 

・年間の払込み額×これまでに払込んだ年数  
■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■■■ ■ 一■ － － －■ 一 ■ ■ － － ■ ■ ■ 一 一 － － － － － ■－ － ■■一 － － ■■■－ － －－ － －■ －■ － － － － － －－ － － －■ － － t－ ■ ■ ■ ■ － ■■－ ●－ －1111■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

株式・株式投資信託（時価）  

（3）債券（額面）、公社債投資信託（時価）  
金銭信託・貸付信託（額面）  †  

※ 
で計算  1有  2無  

■ ■ ■ ■■ － ■ ■ ■ ■ 一 ● ■ ■ ●■■ ■ ■ － － － － － － ■－ t■－ 一 一 一 一 － － － － 一 一■■－ －●－ － ■■一 － － － － － － ■－ ■－■■ 一 － － ■ － － ■ ■ ■ ■ － ■ ■ － ■ ■ ■ ■■■ ■ ■■ ■l■ －1■  

（4）その他の預貯金（財形貯蓄、社内預金等）  1有   2 無  
■■ －■lll1－ ■¶ －■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ●■ －● － － － － － － － ■■－ ■－－ ■－ 一 一－ －－ － － － － －－ －■－ ●－■ － － － － － － － －■■■ －－ ■－－ － tl■■ ■■ ■ － ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■l■ ■■ ■－ ■ ■－ －■ － ●  

合計貯蓄現在高  

億  干  百  十 －  

質問2  あなたの世帯の貯蓄現在高は昨年（平成21年6月末日）と比べて変わりました力㌔  
あてはまる番号に○をつけ、貯蓄が減った場合は減少額、減少理由を記入してください。  

質問3 あなたの世帯に土地・家屋の購入、耐久消費財の購入、教育資金等の生活のために  
必要な資金の借入金はありますか（平成22年6月末日現在）。  

あてはまる番号に○をつけ、借入金がある場合は合計値入金残高を記入して＜ださい。  

ご協力ありがとうございました。   




